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午前１０時００分  開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（杉本信一君） 本日をもって招集されました令和６年第６回遠軽町議会定例会を

開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（杉本信一君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般報告 

○議長（杉本信一君） 会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御報告いたします。 

 ただいまの出席議員は、１４人であります。 

 なお、１２番、佐藤議員より、欠席の届出があります。 

 本日の列席者は、佐々木町長、佐藤教育長、村瀬代表監査委員、石丸農業委員会会長であ

ります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和６年度例月出納検査の結果、議長の執務及び閉会中における各委員会等の活動状況

につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、説明員につきましては、案件により、参事、主幹等が入ることもありますので、御

了承願います。 

 次に、本定例会の日程は、第２５までとなっております。 

 また、追加議案等が予定されておりますので、あらかじめ御連絡申し上げておきます。 

 以上で、報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（杉本信一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、白幡議員、渡辺議員を

指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（杉本信一君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

 秋元議会運営委員長。 

○議会運営委員長（秋元直樹君） －登壇－ 

 御報告いたします。 
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 本日をもって招集されました令和６年第６回遠軽町議会定例会の会期につきましては、

８月３０日午後２時より議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日から９月１１日まで

の７日間と決定いたしました。 

 なお、９月７日及び８日は休日のため、９月９日及び１０日は決算審査のため、休会と

いたします。 

 また、追加議案、意見書等につきましては、それぞれ調整の上、９月９日午後５時までに

議長へ提出されるようお願いいたします。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から９月１１日までの７日間に

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から９月１１日までの７日間とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明 

○議長（杉本信一君） 日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 令和６年第６回遠軽町議会定例会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中御

参集いただき厚くお礼を申し上げます。 

 初めに、令和６年第４回遠軽町議会定例会以降における行政について御報告いたします。 

 まず、東京遠軽会についてでありますが、６月２９日に東京都で令和６年度ふるさと懇

親会が開催され、町内の関係団体とともに参加をしてきました。 

 約５０人の参加の中、町からは近況の報告やふるさと納税の紹介などを行い、会場はふ

るさとを懐かしみながら大いに盛り上がりを見せたところであり、今後も東京遠軽会との

結びつきを大切にしてまいります。 

 次に、７月２９日に開催しました国際交流講演会についてでありますが、会場の芸術文

化交流プラザには約２６０人の来場がありました。 

講師には、外務省在サンパウロ日本国総領事館総領事や防衛省防衛政策局次長などを務

められた現・外務省中南米局長の野口泰氏を迎え、「南米の大国ブラジルと日本」と題し、

ブラジルとの国際交流の重要性について御講演をいただきました。 

本町では、昨年、ブラジル・バストス市との姉妹都市提携５０周年記念事業を実施したと

ころであり、講演の中で野口氏からは「草の根レベルで結びついていることは大変にあり

がたい」とのお話がありました。 

今後も、北海道内唯一のブラジルとの姉妹都市として、血のつながりで結ばれたバスト
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ス市との関係を育んでまいります。 

次に、夏のイベントについてでありますが、町内の各地域では、いくたはらヤマベまつ

り、遠軽がんぼう夏まつり、まるせっぷ観光まつり、ふるさと大好き盆踊り、アンジくんの

ふるさとまつりなどが関係者の皆様の御協力により開催され、各イベントともにぎわいを

見せておりました。 

このうち、７月１３日に開催された遠軽がんぼう夏まつりの千人踊りでは、遠軽町役場

チームは国宝である北海道白滝遺跡群出土品をイメージした黒いはっぴ「国宝はっぴ」で

踊り、「国宝のあるまち遠軽町」をＰＲしました。 

なお、「国宝はっぴ」は、町のＰＲ活動や地域活性化のための活動を行う町内の団体など

に対し、無償で貸出ししておりますので、ぜひ御活用いただきたいと思います。 

次に、スポーツ合宿誘致についてでありますが、８月１日から１０日までの１０日間、東

京大学運動会硬式野球部が３年連続３回目となる本町での合宿を行いました。 

この合宿は、遠軽町スポーツ合宿誘致委員会とともに進めてきた誘致活動により実現し

たもので、選手など総勢５６人がえんがる球場などで練習を積みました。 

合宿期間中には、遠軽高等学校野球部などとの練習試合のほか、今年も「遠軽東大塾」で

東大生が町内の中高生に東大流の勉強方法を教えるなど、子どもたちの学力向上にも貢献

していただいたところであり、この合宿が今後も継続されるよう、引き続き取り組んでま

いります。 

このほか、横浜隼人高等学校硬式野球部や岐阜工業高等学校ラグビー部など、数多くの

野球とラグビー合宿が行われ、また、道の駅遠軽森のオホーツクのサマーゲレンデを使用

したアルペンスキー合宿やバレーボール合宿も行われるなど、多くの選手たちが本町を訪

れたところです。 

今後も、合宿団体との交流を通して、遠軽高等学校の部活動と学力のレベル向上を図り、

地域の教育環境を維持することで地域の産業を支えるとともに、スポーツの普及や子ども

たちのスポーツ競技力向上など、地域の活性化に向け取り組んでまいります。 

次に、要望関係についてでありますが、遠軽地区総合開発期成会の札幌要望を６月２４

日及び２５日、中央要望を２６日及び２７日に、高規格道路旭川・紋別自動車道早期建設

促進期成会の札幌要望を６月２８日、中央要望を７月１０日に、オホーツク圏活性化期成

会の札幌要望を７月２２日、中央要望を７月２４日に、それぞれの懸案事項について関係

省庁及び国会議員に対し要望を行ってまいりました。 

また、７月１８日には、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会として、北海道の自衛隊の体制

強化及び地域コミュニティとの連携について、防衛省、国会議員及び関係機関に対し要望

を行い、８月２１日には、オホーツク圏活性化期成会として、石北本線の維持・活性化に関

して、北海道旅客鉄道株式会社に対し要望を行ってまいりました。 

次に、本議会に提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。 

 報告第１号令和５年度遠軽町一般会計継続費については、令和５年度遠軽町一般会計予
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算の継続費に係る継続年度が終了しましたので、継続費精算報告書を調製し、議会に報告

するものです。 

 報告第２号令和５年度遠軽町健全化判断比率について及び報告第３号令和５年度遠軽町

資金不足比率については、令和５年度決算に基づき、監査委員の意見をつけて議会に報告

するものです。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦については、現委員の任期満了等に伴い、後任の

委員の候補者を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものです。 

 同意第１号教育委員会委員の任命については、現委員の任期満了に伴い、後任の委員を

任命いたしたく、議会の同意を求めるものです。 

 同意第２号公平委員会委員の選任については、現委員の任期満了に伴い、後任の委員を

選任いたしたく、議会の同意を求めるものです。 

 議案第１号表彰については、遠軽町表彰条例に該当いたします対象者の表彰について、

議会の議決を求めるものです。 

 議案第２号遠軽町国民健康保険条例の一部改正については、健康保険の被保険者証の廃

止に伴い、被保険者証の返還に応じない場合に関する規定を削除するため、本条例を定め

ものです。 

 議案第３号健康保険の被保険者証等の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついては、本人確認書類等の規定を整理するため、本条例を定めるものです。 

 議案第４号工事請負契約の変更契約の締結については、令和６年度公共駐車場整備工事

その１について、議会の議決を求めるものです。 

 議案第５号令和５年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、地方

公営企業法の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第６号令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）の主なものについて御

説明いたします。 

 歳入については、国庫支出金、道支出金、寄附金、繰入金、諸収入及び町債を補正するも

のです。 

 歳出については、保育所運営事業に係る会計年度任用職員人件費、児童手当の抜本的拡

充に伴う経費、新型コロナウイルスワクチン予防接種扶助費、持続的畑作生産体制確立緊

急支援事業補助金、いこいの森管理事業修繕料などを計上したところです。 

 議案第７号令和６年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、マイナンバ

ーカードと健康保険証の一体化に伴う国民健康保険システム改修業務委託料などを計上し

たところです。 

議案第８号令和６年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、令和５年度介護給

付費負担金等の確定に伴う精算返還金を計上したところです。 

 認定第１号から認定第７号までについては、令和５年度遠軽町一般会計及び各特別会計

の歳入歳出決算認定並びに水道事業会計及び下水道事業会計の決算認定について、監査委
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員の意見をつけて議会の認定に付するものです。 

 以上が、本議会に提案いたしました議案の大要です。 

 御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第４ 報告第１号令和５年度遠軽町一般会計継続費について

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 報告第１号令和５年度遠軽町一般会計継続費について説明い

たします。 

 令和５年度遠軽町一般会計予算の継続費に係る継続年度が終了しましたので、地方自治

法施行令第１４５条第２項の規定により、別紙のとおり継続費精算報告書を調製して報告

するものです。 

 １ページをお開き願います。 

 令和５年度遠軽町一般会計継続費精算報告書について説明いたします。 

 ２款総務費１項総務管理費、子ども広場整備事業につきましては、令和４年度から令和

５年度までの２か年で事業を実施したもので、全体計画３億８,８２４万６,０００円に対

し、実績３億８,８２４万５,０００円となったものです。 

 公共駐車場等整備事業につきましては、令和４年度から令和５年度までの２か年で事業

を実施したもので、全体計画２億７,７７０万８,０００円に対し、実績２億７,７７０万６,

０００円となったものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号令和５年度遠軽町一般会計継続費についてを終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号及び日程第６ 報告第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第５ 報告第２号令和５年度遠軽町健全化判断比率について、

日程第６ 報告第３号令和５年度遠軽町資金不足比率について、以上２件は関連がありま

すので一括して議題とします。 

 上程の順により、提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 
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○財政課長（今井昌幸君） 報告第２号令和５年度遠軽町健全化判断比率について説明い

たします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和５年度遠軽

町健全化判断比率を報告するものです。 

 健全化判断比率につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将

来負担比率の四つの比率で構成されるものです。 

 実質赤字比率につきましては、一般会計の赤字を示す指標で、赤字は生じておりません

ので、比率は算定されないものです。 

 連結実質赤字比率につきましては、町の全ての会計の赤字を示す指標で、赤字は生じて

おりませんので、比率は算定されないものです。 

 実質公債費比率につきましては、町の全ての会計及び一部事務組合が負担する公債費の

大きさを示す指標で、令和５年度においては１０.６％となったものです。 

 将来負担比率につきましては、町の全ての会計、一部事務組合及び第三セクターが翌年

度以降に負担する債務の大きさを示す指標で、令和５年度においては２５.４％となったも

のです。 

 各指標につきましては、それぞれ基準を超えていないことから、財政状況は健全と判断

されるものです。 

 なお、赤番９として、監査委員の健全化判断比率審査意見書をつけておりますので、御

参照をお願いいたします。 

 続きまして、報告第３号令和５年度遠軽町資金不足比率について説明いたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和５年度遠

軽町資金不足比率を報告するものです。 

 資金不足比率につきましては、公営企業会計の資金不足の程度を会計ごとに示す指標で、

各会計において資金不足は生じておりませんので、比率は算定されないものです。 

 なお、赤番９及び１１として、監査委員の資金不足比率審査意見書をつけておりますの

で、御参照をお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、一括上程しました報告２件の質疑を行います。 

 質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。 

 これより、報告第２号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、報告第２号の質疑を終わります。 

 以上で、報告第２号令和５年度遠軽町健全化判断比率についてを終わります。 

 次に、報告第３号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、報告第３号の質疑を終わります。 

 以上で、報告第３号令和５年度遠軽町資金不足比率についてを終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 諮問第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第７ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について御説明いたしま

す。 

 人権擁護委員六車潔氏が、令和６年３月３１日に退任されたため、及び人権擁護委員味

戸美枝子氏が令和６年１２月３１日をもって任期満了となるため、次の方々を推薦いたし

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 住所、遠軽町生田原１５２番地４。氏名、髙橋 江氏。生年月日、昭和３６年９月１５

日。 

 住所、遠軽町白滝上支湧別４１４番地１。氏名、味戸美枝子氏。生年月日、昭和３４年５

月２７日であります。 

以上の方々は、人格識見ともに高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のあ

る方でありますので、人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の意見を求めるも

のであります。 

 なお、御本人の略歴につきましては、次のページ以降の参考資料を御参照願います。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 同意第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第８ 同意第１号教育委員会委員の任命についてを議題とし

ます。 
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 提出者の説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） 同意第１号教育委員会委員の任命について御説明いたします。 

 遠軽町教育委員会委員能正直樹氏が、令和６年１１月８日をもって任期満了となるため、

次の方を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により、議会の同意を求めるものであります。 

 住所、遠軽町丸瀬布水谷町６８番地４０。氏名、能正直樹氏。生年月日、昭和４５年６月

２９日であります。 

 能正氏は、人格が高潔で、教育に関し識見を有する方でありますので、教育委員会委員

として任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。 

 なお、御本人の略歴につきましては、次のージの参考資料を御参照願います。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、同意第１号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 同意第２号 

○議長（杉本信一君） 日程第９ 同意第２号公平委員会委員の選任についてを議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） 同意第２号公平委員会委員の選任について御説明いたします。 

 遠軽町公平委員会委員中村哲男氏が、令和６年１１月８日をもって任期満了となるため、

次の方を選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。 

 住所、遠軽町南町３丁目３番地１０。氏名、中村哲男氏。生年月日、昭和３０年５月１９

日であります。 

 中村氏は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があ

り、かつ人事行政に関し識見を有する方でありますので、公平育委員会委員として選任い

たしたく、議会の同意を求めるものであります。 
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 なお、御本人の略歴につきましては、次のページの参考資料を御参照願います。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、同意第２号公平委員会委員の選任についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第１０ 議案第１号表彰についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 堂前総務課長。 

○総務課長（堂前政好君） 議案第１号表彰について御説明いたします。 

 遠軽町表彰条例第２条の規定により、表彰することについて、議会の議決を求めるもの

であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 １の遠軽町表彰条例第２条第１号カに該当する自治功労としまして、２０年以上遠軽町

都市計画審議会委員の職にあります、北見市美芳町５丁目８番３号、髙橋清様であります。 

 ２の遠軽町表彰条例第２条第３号エに該当する社会功労としまして、まち・ひと・しご

と創生推進事業資金として１,０００万円の御寄附をいただきました、東京都文京区本郷３

丁目４２番５号、エム・エフコンサルタント株式会社様であります。 

 ３の遠軽町表彰条例第２条第４号アに該当する消防功労としまして、２０年以上消防団

員として勤続されました、遠軽町１条通北２丁目１番地３２、岳上秀明様。遠軽町東町３

丁目３番地３０、阿部御幸様。遠軽町丸瀬布西町９番地、入江貴之様。遠軽町大通南１丁目

５番地７、木村一則様。遠軽町南町３丁目２８番地４３、佐藤伸哉様。遠軽町東町１丁目５

番地３３、石井香苗様であります。 

 以上、自治功労１件、社会功労１件、消防功労６件につきまして、遠軽町表彰条例に基づ

き表彰いたしたく、提案するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 
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 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１号表彰についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第２号 

○議長（杉本信一君） 日程第１１ 議案第２号遠軽町国民健康保険条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 太田住民生活課長。 

○住民生活課長（太田貴幸君） 議案第２号遠軽町国民健康保険条例の一部改正について

御説明いたします。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の

一部改正による国民健康保険法の一部改正に伴う改正であり、令和６年１２月２日から健

康保険被保険者証が廃止されることに伴い、被保険者証の返還に応じない者に対する過料

の規定が削除されることから改正をするものです。 

別紙をお開き願います。 

遠軽町国民健康保険条例の一部を改正する条例です。 

改正の内容につきましては、次ページの参考資料、新旧対照表により御説明いたします

のでお開き願います。 

第１１条は、被保険者証の返還に応じない者に対する過料の規定を削除することから、

改正文のとおり改めるものです。 

別紙に戻りまして、附則として、この条例は令和６年１２月２日から施行するものです

が、経過措置として、令和６年１２月２日時点で被保険者証の交付を受けている世帯主が

した行為に対する罰則の適用については、従前の例によることとします。 

以上で議案第２号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第２号遠軽町国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第１２ 議案第３号健康保険の被保険者証等の廃止に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 太田住民生活課長。 

○住民生活課長（太田貴幸君） 議案第３号健康保険の被保険者証等の廃止に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定について御説明いたします。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の

一部改正により、令和６年１２月２日から健康保険被保険者証が廃止されることに伴い、

本人確認の書類として、健康保険被保険者証を規定している条例及び健康保険被保険者証

の資格状況を確認するために提示を規定している条例について、一部改正をするものです。 

別紙をお開き願います。 

健康保険の被保険者証等の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例です。 

改正の内容につきましては、次ページの参考資料、新旧対照表により御説明いたします

のでお開き願います。 

第１条関係は、遠軽町印鑑条例の改正で、第４条第３項第３号アにおいて、本人確認の書

類として健康保険被保険者証又は共済組合員証が規定されていますので、改正文のとおり

削除するものです。 

第２条関係は、遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例の改正で、第９条第２号に町

長への届出義務として被保険者証又は組合員証の規定がされていますので、改正文のとお

り改めるものです。 

第３条関係は、遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の改正で、第７条に医療機関への提示として被保険者証又は組合員証の規定がされていま

すので、改正文のとおり削除し、第９条第２号に町長への届出義務として被保険者証又は

組合員証の規定がされていますので、改正文のとおり改めるものです。 

別紙に戻りまして、附則として、この条例は令和６年１２月２日から施行するものです

が、経過措置として、遠軽町印鑑条例については、健康保険被保険者証又は共済組合員証

の有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例によることとします。 

以上で議案第３号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第３号健康保険の被保険者証等の廃止に伴う関係条例の整理に関する条
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例の制定についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第４号 

○議長（杉本信一君） 日程第１３ 議案第４号工事請負契約の変更契約の締結について

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第４号工事請負契約の変更契約の締結について御説

明いたします。 

 産業廃棄物の概数数量の確定による設計変更に伴い、遠軽町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、工事請負契約の変更契約を締

結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

契約の目的は、令和６年度公共駐車場整備工事その１であります。 

契約金額は、変更前６,６８８万円、変更後６,７２４万３,０００円であります。 

契約の相手方は、三共後藤・茶木経常建設共同企業体。 

代表者、北見市北上７７７番地、株式会社三共後藤建設、代表取締役、後藤武史。 

構成員、遠軽町１条通南１丁目８番地１３、茶木建設株式会社、代表取締役、茶木義尚で

あります。 

この工事につきましては、４月２５日、株式会社渡辺組外６者により指名競争入札を行

い、三共後藤・茶木経常建設共同企業体が６,６８８万円で落札をし、５月１０日から着工、

９月３０日の完成を予定しているところでありますが、産業廃棄物の概数数量の確定によ

る設計変更に伴いまして、契約金額６,６８８万円を３６万３,０００円増の６,７２４万

３,０００円に変更するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第４号工事請負契約の変更契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第５号 

○議長（杉本信一君） 日程第１４ 議案第５号令和５年度遠軽町下水道事業会計未処分

利益剰余金の処分についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 議案第５号令和５年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について説明いたします。 

 令和５年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金５,７４２万８,５３５円のうち、３,

０００万円を減債積立金に積立いたしたく、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

 以上で議案第５号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第５号令和５年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

てを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第６号 

○議長（杉本信一君） 日程第１５ 議案第６号令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第

５号）を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 議案第６号令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）につ

いて説明いたします。 

 令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）につきましては、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ８,９１２万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７８

億３,０５６万９,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。 

 地方債の変更は、「第２表地方債補正」により説明いたします。 
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 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から説明いたします。 

 １５款国庫支出金につきましては、１項国庫負担金に２,７４９万５,０００円を追加、

２項国庫補助金に１４４万７,０００円を追加し、総額を１２億３９６万６,０００円とす

るものです。 

 １６款道支出金につきましては、１項道負担金を４４万３,０００円減額、２項道補助金

に１７万９,０００円を追加し、総額を６億６,１５９万６,０００円とするものです。 

 １８款寄附金につきましては、１項寄附金に１,０４３万１,０００円を追加し、総額を

１億４,６０８万３,０００円とするものです。 

 １９款繰入金につきましては、１項基金繰入金を７０４万７,０００円減額し、総額を１

６億７,０９１万円とするものです。 

 ２１款諸収入につきましては、５項雑入に５,５８３万円を追加し、総額を５億７,８５

９万２,０００円とするものです。 

 ２２款町債につきましては、１項町債に１２３万１,０００円を追加し、総額を２５億４,

１０３万１,０００円とするものです。 

 これにより、歳入合計１７７億４,１４４万６,０００円に８,９１２万３,０００円を追

加し、総額を１７８億３,０５６万９,０００円とするものです。 

 次のページをお開き願います。 

 ２、歳出について説明いたします。 

 ２款総務費につきましては、１項総務管理費に１,５９１万１,０００円を追加し、総額

を４６億６,１０６万１,０００円とするものです。 

 ３款民生費につきましては、２項児童福祉費に３,０３２万１,０００円を追加し、総額

を３０億５,０１１万８,０００円とするものです。 

 ４款衛生費につきましては、１項保健衛生費に４,１６１万２,０００円を追加し、総額

を１７億８,８１３万円とするものです。 

 ６款農林水産業費につきましては、１項農業費に１７万９,０００円を追加し、総額を５

億３,３６７万９,０００円とするものです。 

 ７款商工費につきましては、１項商工費に１１０万円を追加し、総額を５億４,９１８万

８,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計１７７億４,１４４万６,０００円に８,９１２万３,０００円を追

加し、総額を歳入歳出同額の１７８億３,０５６万９,０００円とするものです。 

 次に、第２表地方債補正について説明いたします。 

 地方債の変更につきましては、過疎地域持続的発展特別事業及び臨時財政対策債の限度

額を記載のとおり変更するものです。 

 起債の方法、利率、償還の方法は、それぞれ補正前と変更はありません。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説明
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いたします。 

 ９ページをお開き願います。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、一般職人件費４８万円につきましては、保

育所運営事業に係る会計年度任用職員の勤務形態の変更及び加配職員の新たな配置による

任用のため、職員共済組合負担金１７万６,０００円、福祉協会負担金２,０００円、報酬

職社会保険料３０万２,０００円をそれぞれ追加するものです。 

 ６目企画費につきましては、財源の振替です。 

 １４目諸費、税外収入還付５００万円につきましては、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業国庫補助金ほか、国庫補助金等の令和５年度分精算による返還金を計上す

るものです。 

 １５目基金運営費、基金運営事業につきましては、まちづくり振興基金積立金に指定寄

附金６件分４３万１,０００円を追加、まち・ひと・しごと創生基金積立金に企業版ふるさ

と納税１件分１,０００万円の追加です。 

 １１ページをお開き願います。 

 ３款民生費２項児童福祉費２目児童措置費、児童手当支給事業２,８０８万２,０００円

につきましては、子ども・子育て支援法等の一部改正により、児童手当制度における所得

制限の撤廃、高校生年代までの支給期間延長、第３子以降に係る支給額の増額、支払月の

細分化などの抜本的拡充が図られることに伴い必要な経費を計上するもので、時間外及び

休日勤務手当７７万２,０００円、消耗品費７万８,０００円、印刷製本費２０万９,０００

円、通信運搬費３８万８,０００円をそれぞれ追加し、児童手当扶助費は、各区分に応じた

手当額を見込み２,６７２万円を追加、児童手当扶助費特例給付分については、所得制限の

撤廃により８万５,０００円を減額するものです。 

 ５目保育所費、保育所運営事業２２３万９,０００円につきましては、会計年度任用職員

の勤務形態の変更及び加配職員の新たな配置による任用のため、会計年度任用職員報酬４

７０万１,０００円の追加、一般職給２７９万１,０００円を減額、期末手当１７万９,００

０円の追加、勤勉手当１５万円の追加です。 

 １３ページをお開き願います。 

 ４款衛生費１項保健衛生費３目予防費、予防接種事業４,１６１万２,０００円につきま

しては、令和６年１０月から開始される新型コロナウイルスワクチン定期接種において接

種費用を助成するため、新型コロナウイルスワクチン予防接種扶助費を計上するもので、

接種費用を１回当たり１万５,３００円と見込み、全額助成は生活保護世帯５５人分、一部

助成は１万８００円を３,７７５人分と見込み計上するものです。 

１５ページをお開き願います。 

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費、農業振興一般経費１７万９,０００円につ

きましては、てん菜の生産に影響を与える褐斑病に対する防除事業に要する費用の補助と

して、持続的畑作生産体制確立緊急支援事業補助金を計上するもので、事業に参加する生
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産者は農家８戸、事業者１団体であります。 

 １７ページをお開き願います。 

 ７款商工費１項商工費４目観光施設費、いこいの森管理事業１１０万円につきましては、

いこいの森キャンプ場内のトイレ浄化槽設備の故障に伴い緊急で修繕を行ったことによ

り、当初予定していた予算に不足が生じるため、修繕料の追加です。 

 次に、２、歳入について説明いたします。 

 ７ージをお開き願います。 

 １５款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金につきましては、児童手当制度

改正に伴い、児童手当負担金２,７５５万３,０００円の追加、特例給付児童手当負担金５

万８,０００円の減額です。 

 ２項国庫補助金２目民生費国庫補助金１４４万７,０００円につきましては、児童手当制

度改正に伴い、子ども・子育て支援事業費補助金を追加するものです。 

 １６款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金につきましては、児童手当制度改正に

伴い、児童手当負担金４２万８,０００円の減額、特例給付児童手当負担金１万５,０００

円の減額です。 

２項道補助金４目農林水産業費道補助金１７万９,０００円につきましては、持続的畑作

生産体制確立緊急支援事業補助金を計上するものです。 

 １８款寄附金１項寄附金２目指定寄附金４３万１,０００円につきましては、まちづくり

振興資金として６件の指定寄附をいただいたものです。 

３目ふるさと納税寄附金１,０００万円につきましては、地方創生推進資金として１件の

企業版ふるさと納税寄附金をいただいたものです。 

１９款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金につきましては７０４万７,００

０円の減額です。 

 ２１款諸収入５項雑入５目過年度収入２,４０４万１,０００円につきましては、施設型

給付費等負担金のほか、国及び道負担金の５年度事業に係る精算受入れによるものです。 

 ６目雑入３,１７８万９,０００円につきましては、新型コロナウイルスワクチン定期接

種において国が設置した基金からワクチン接種１回当たり８,３００円の助成金が交付さ

れるため、ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金を計上するものです。 

２２款町債１項町債７目過疎地域持続的発展特別事業債につきましては６０万円の追

加、８目臨時財政対策債につきましては６３万１,０００円の追加です。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 ２款総務費、９ページ、１０ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（杉本信一君） ３款民生費、１１ページ、１２ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ４款衛生費、１３ページ、１４ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ６款農林水産業費、１５ページ、１６ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ７款商工費、１７ページ、１８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 １５款国庫支出金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １６款道支出金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １８款寄附金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １９款繰入金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２１款諸収入、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２２款町債、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、第２表地方債補正、３ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第６号令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）を採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第７号 

○議長（杉本信一君） 日程第１６ 議案第７号令和６年度遠軽町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

 太田住民生活課長。 



 

《令和６年９月５日》 
 

－ 21 － 

○住民生活課長（太田貴幸君） 議案第７号令和６年度遠軽町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について御説明いたします。 

 本補正予算案につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３０２

万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億４,７９２万９,０００円と

するものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたします。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から御説明いたします。 

 ８款国庫支出金につきましては、１項国庫補助金に３０２万９,０００円を追加し、総額

を３０２万９,０００円とするものです。これにより、歳入合計２１億４,４９０万円に３

０２万９,０００円を追加し、総額を２１億４,７９２万９,０００円とするものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ２ページ目をお開き願います。 

 １款総務費につきましては、１項総務管理費に２４３万１,０００円を追加し、総額を３,

７１０万６,０００円とし、４項特別対策事業費に５９万８,０００円を追加し、総額を１,

５６２万４,０００円とするものです。これにより、歳出合計２１億４,４９０万円に３０

２万９,０００円を追加し、総額を歳入歳出同額の２１億４,７９２万９,０００円とするも

のです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、歳出から説明い

たします。 

 ８ページ目をお開き願います。 

 １款総務費 1項総務管理費 1目一般管理費２４３万１,０００円につきましては、マイナ

ンバーカードと国民健康保険証の一体化に伴う総合行政情報システムの改修業務委託料の

計上です。 

 続きまして、１０ページ目をお開き願います。 

１款総務費４項特別対策事業費１目特別対策事業費５９万８,０００円につきましては、

マイナンバーの下４桁を各被保険者に通知する資格情報のお知らせ通知のための通信運搬

費の計上です。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページ目をお開き願います。 

 ８款国庫支出金１項国庫補助金１目社会保障・税番号制度システム整備事業等補助金１

節社会保障・税番号制度システム整備事業等補助金３０２万９,０００円につきましては、

システム改修などによる国庫補助金の追加です。 

 以上で議案第７号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳
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出より各款ごとに行います。 

 １款総務費、８ページから１１ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 ８款国庫支出金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第７号令和６年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。 

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議案第８号 

○議長（杉本信一君） 日程第１７ 議案第８号令和６年度遠軽町介護保険特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 岩井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岩井誠志君） 議案第８号令和６年度遠軽町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について御説明いたします。 

 令和６年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳

出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７,８５７万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を２１億７,０１２万１,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。 

 ９款繰越金につきましては、１項繰越金に７,８５７万１,０００円を追加し、総額を７,

８５７万２,０００円とするものです。これにより、歳入合計２０億９,１５５万円に７,８

５７万１,０００円を追加し、総額を２１億７,０１２万１,０００円とするものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 ６款諸支出金につきましては、１項償還金及び還付加算金に７,８５７万１,０００円を

追加し、総額を７,９１８万１,０００円とするものです。これにより、歳出合計２０億９,

１５５万円に７,８５７万１,０００円を追加し、総額を歳入歳出同額の２１億７,０１２万
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１,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から御説明いた

します。 

 ８ページをお開き願います。 

 ６款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金７,８５７万１,０００円の追加につ

きましては、令和５年度介護給付費の確定に伴う介護給付費負担金等返還金の追加であり

ます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開き願います。 

 ９款繰越金１項繰越金１目繰越金７,８５７万１,０００円の追加につきましては、介護

給付費負担金等返還金充当による前年度繰越金の追加であります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 ６款諸支出金、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 ９款繰越金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第８号令和６年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）を採決い

たします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 １１時１０分まで休憩とします。 

午前１０時５６分 休憩 

────────────── 

午前１１時０８分 再開 

○議長（杉本信一君） 再開いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 認定第１号から日程第２４ 認定第７号まで 

○議長（杉本信一君） 日程第１８ 認定第１号令和５年度遠軽町一般会計歳入歳出決算
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認定について、日程第１９ 認定第２号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、日程第２０ 認定第３号令和５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第２１ 認定第４号令和５年度遠軽町介護保険特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第２２ 認定第５号令和５年度遠軽町個別排水処理事業特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第２３ 認定第６号令和５年度遠軽町水道事業会

計決算認定について、日程第２４ 認定第７号令和５年度遠軽町下水道事業会計決算認定

について、以上７件は関連がありますので、一括して議題とします。 

 上程の順により、提出者の説明を求めます。 

 奥山会計管理者。 

○会計管理者（奥山隆男君） 地方自治法第２３３条第３項の規定による令和５年度遠軽

町各会計の決算認定につきまして、認定第１号令和５年度遠軽町一般会計歳入歳出決算認

定についてから、認定第５号令和５年度遠軽町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算認

定についてまでの５会計の決算概要について説明いたします。 

 説明資料につきましては、お手元の赤番３、４及び赤番６から８までの５冊でございま

す。 

 赤番３は、一般会計及び特別会計におきます歳入歳出決算書並びに地方自治法施行令の

規定に基づきます歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調

書。赤番４は、歳入歳出決算概要説明書。赤番６は、地方自治法の規定に基づきます歳入歳

出決算に係る主要な施策の成果説明書となっております。 

 次に、地方自治法の規定に基づく監査委員の意見書として、赤番７は歳入歳出決算審査

意見書。赤番８は、基金運用状況審査意見書であります。 

 それでは、認定第１号令和５年度遠軽町一般会計歳入歳出決算認定について説明いたし

ます。 

 赤番３、歳入歳出決算書を御覧願います。 

 決算書の１から４ページは、歳入に係る款及び項における決算額となります。 

 ４ページをお開き願います。 

 ４ページ左列、収入済額の歳入合計１８３億２,０３８万７,４５８円、右列、不納欠損

額合計６０３万４,３２７円、収入未済額合計２億２３６万６,７９７円。 

 なお、一般会計及び各特別会計における収入未済額及び不納欠損の内訳は、赤番４、歳

入歳出決算概要説明書の１９から２８ページ、４、町税等収入未済額比較表及び５、収入

未済額調書、６、不納欠損額調書にそれぞれ記載してございます。後ほど御覧願います。 

 決算書に戻りまして、５ページから８ページをお開き願います。 

歳出に係る款及び項における決算額となります。 

 ８ページをお開き願います。 

 ８ページ左列、支出済額の歳出合計は１７６億６９１万５,８７５円、翌年度繰越額合計

２億５,６２０万円、不用額合計７億７,０９３万５,１２５円。 
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 ７ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額７億１,３４７万１,５８３円。このうち３億

５,４００万円については、地方自治法の規定により、財政調整基金に繰り入れたものであ

ります。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書につきまして、詳細の説明は省略させていただきます

が、９ページから２１０ページまで、歳入歳出それぞれ各節まで記載しておりますので、

後ほどお目通しのほどお願いいたします。 

 続きまして、実質収支に関する調書について、２１１ページをお開き願います。 

 ２１１ページ表中、実質収支額は７億６１１万４,０００円。６、実質収支額のうち地方

自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は３億５,４００万円であります。 

 続きまして、認定第２号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて説明いたします。 

 決算書の２１２ページをお開き願います。 

 ２１２ページと２１３ページは歳入に係る決算額で、２１３ページ、収入済額の歳入合

計は１９億６,１３４万８,３９９円、不納欠損額合計２４５万５３１円、収入未済額合計

５,４５１万７,７８０円。 

 ２１４ページをお開き願います。 

 ２１４ページ、２１５ページは歳出に係る決算額となり、２１５ページ、支出済額の歳

出合計は１９億５,４０１万８,４５４円、翌年度繰越額合計ゼロ円、不用額合計１億９,８

５０万６,５４６円。 

 ２１４ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額７３２万９,９４５円であります。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書２１６ページから２３９ページまで、こちらにつきま

して詳細説明については省略させていただきます。 

 次に、実質収支に関する調書につきまして、２４０ページをお開き願います。 

 ２４０ページ表中、実質収支額は７３２万９,０００円であります。 

 次に、認定第３号令和５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

説明いたします。 

 ２４１ページをお開き願います。 

 ２４１ページ、２４２ページは歳入に係る決算額で、２４２ページ、収入済額歳入合計

３億７,４６９万８,７０３円、不納欠損額合計４万１,８００円、収入未済額合計２８９万

１００円となっております。 

 ２４３ページをお開き願います。 

 ２４３ページ、２４４ページは歳出に係る決算額で、２４４ページ、支出済額歳出合計

３億７,２３６万８,７４８円、翌年度繰越額合計ゼロ円、不用額合計８７１万２,２５２円。 

 ２４３ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額２３２万９,９５５円であります。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書２４５ページから２５４ページまでにつきまして、詳

細説明は省略させていただきます。 
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 次に、実質収支に関する調書につきまして、２５５ページをお開き願います。 

 ２５５ページ表中、実質収支額は２３２万９,０００円であります。 

 次に、認定第４号令和５年度遠軽町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について説明い

たします。 

 決算書の２５６ページをお開き願います。 

 ２５６ページ、２５７ページは歳入に係る決算額で、２５７ページ、収入済額歳入合計

２１億２,１５１万６,４９９円、不納欠損額合計２１万６,４００円、収入未済額合計３１

０万１,４００円。 

 ２５８ページをお開き願います。 

 ２５８ページ、２５９ページは、歳出に係る決算額でございます。２５９ページ、支出済

額歳出合計１９億７,４７４万８,０３９円、翌年度繰越額合計ゼロ円、不用額合計３億１

８４万４,９６１円。 

 ２５８ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額１億４,６７６万８,４６０円であります。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書２６０ページから２８３ページまでにつきまして、詳

細説明は省略させていただきます。 

 次に、実質収支に関する調書につきまして、２８４ページをお開き願います。 

 ２８４ページ表中、実質収支額は１億４,６７６万８,０００円であります。 

 次に、認定第５号令和５年度遠軽町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て説明いたします。 

 決算書の２８５ページをお開き願います。 

 ２８５ページ、２８６ページは歳入に係る決算額で、２８６ページ、収入済額の歳入合

計６,９５８万４,２４８円、不納欠損額合計ゼロ円、収入未済額の合計は３９万５,０５９

円。 

 次に、２８７ページをお開き願います。 

 ２８７ページ、２８８ページは歳出に係る決算額でございます。２８８ページ、支出済

額の歳出合計６,６３１万６,５９１円、翌年度繰越額の合計ゼロ円、不用額の合計４６９

万７,４０９円。 

 ２８７ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額は３２６万７,６５７円。 

 なお、この差引残額は、遠軽町個別排水処理事業について地方公営企業法が適用された

ことに伴いまして、同法の規定による下水道事業会計へ引継ぎを行っているものでござい

ます。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書２８９ページから２９６ページまでにつきまして、詳

細説明は省略とさせていただきます。 

 次に、実質収支に関する調書につきまして、２９７ページをお開き願います。 

 ２９７ページ表中、実質収支額は３２６万７,０００円であります。 

 次に、２９８ページから３０６ページは、令和５年度財産に関する調書で、公有財産、物
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品、債権及び基金について記載をしております。詳細については省略させていただきます。 

 次に、別冊の赤番４、令和５年度遠軽町一般会計・特別会計歳入歳出決算概要説明書を

御覧願います。 

 １ページをお開き願います。 

 １ページは、会計別決算額総括表でございます。 

 ２ページから１０ページは、各会計別の歳入・歳出款別決算額比較表で、各款における

決算額について前年度と比較をしたものでございます。 

 １１ページから１８ページは、各款の中で節の占める金額及び比率で、各会計ごとに歳

出の款ごとの節別内訳でございます。 

 次に１９ページは、町税等収入未済額比較表で、税目ごとに現年度及び滞納繰越に係る

未済額について、前年度と比較をしたものでございます。 

 ２０ページから２４ページは収入未済額調書で、町税以外の収入未済額の内訳でござい

ます。 

 ２５ページから２８ページは不納欠損額調書で、令和５年度における不納欠損額の年度

別内訳でございます。 

 ２９ページから３０ページは給与費決算調書で、各項における給与費の内訳でございま

す。 

 ３１ページ、３２ページは公債費に関する調書で、各会計の起債の状況について目的別

及び借入先別に分類をしたものでございます。 

 ３３ページ、３４ページは基金に関する調書で、財政調整基金から介護給付準備基金ま

での１２基金の内訳でございます。 

 ３４ページ、決算年度末現在高（Ｊ）の合計は７５億３,４２６万５,０３５円、また、本

年５月末現在高（Ｑ）の合計は１０１億４,３４３万２,７０７円となっております。 

 次に、令和５年度定額運用基金運用状況につきまして、３５ページは土地開発基金運用

状況、３６ページは奨学資金貸付基金運用状況、３７ページは旭川医科大学医師養成確保

修学資金貸付基金運用状況の内訳となっております。 

 次に、目的税の使途につきまして、３８ページは入湯税及び都市計画税、３９ページか

ら４０ページは、引上げ分に係る地方消費税の内訳となっております。お目通しをお願い

いたします。 

 その他、お手元の資料、赤番６、各会計の事務事業における主要な施策の成果説明書、赤

番７、各会計の決算審査における監査委員の意見書、赤番８、基金運用状況審査における

監査委員の意見書、こちらにつきましては詳細説明を省略させていただきますので、お目

通しのほどよろしくお願いいたします。 

 以上で、令和５年度遠軽町一般会計及び特別会計の決算認定につきまして説明を終わら

せていただきます。 

○議長（杉本信一君） 大川水道課長。 
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○水道課長（大川寿雄君） 地方公営企業法第３０条第４項の規定による令和５年度遠軽

町企業会計の決算認定につきまして、認定第６号令和５年度遠軽町水道事業会計決算認定

について及び認定第７号令和５年度遠軽町下水道事業会計決算認定についてを説明いたし

ます。 

 説明資料につきましては、お手元の赤番５、令和５年度遠軽町企業会計決算書及び赤番

１０、地方公営企業法に基づく監査委員の意見書としての令和５年度遠軽町企業会計決算

審査意見書であります。 

 初めに、認定第６号令和５年度遠軽町水道事業会計決算認定について説明いたします。 

 赤番５の令和５年度遠軽町企業会計決算書の１ページを御覧願います。 

 １ページから４ページまでは令和５年度遠軽町水道事業決算報告書で、収益的収入及び

支出と資本的収入及び支出のそれぞれの予算額、決算額等を記載しております。 

 １ページから２ページまでの上段は収益的収入及び支出の収入で、第１款水道事業収益

は第１項営業収益から第３項特別利益まで、決算額６億５,２６７万７,９４０円です。下

段は支出で、第１款水道事業費用は第１項営業費用から第３項予備費まで合わせて、決算

額６億２,６２４万２,５１１円です。 

 次に、３ページから４ページまでの上段は資本的収入及び支出の収入で、第１款資本的

収入は第１項企業債から第６項固定資産売却代金までを合わせて、決算額４億１,４５１万

６,１７１円です。下段は支出で、第１款資本的支出は第１項建設改良費から第３項他会計

貸付金まで、決算額６億５,２７１万３,７２６円です。 

 前年度支出の財源に充当する令和４年度同意済企業債借入額２８０万円を除く資本的収

入額が資本的支出額に不足する額２億４,０９９万７,５５５円は、過年分損益勘定留保資

金２億２,５０９万６,８６９円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,５９

０万６８６円で補塡したところです。 

 次に財務諸表ですが、５ページの損益計算書を御覧願います。 

当年度純損失は８７９万６,７９１円となっております。 

 ６ページから７ページまでは、剰余金計算書及び剰余金処分計算書です。 

 ８ページから１２ページまでが、令和６年３月３１日現在の貸借対照表です。 

 １３ページからは決算付属書類として、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費

用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を掲載しております。個

々の説明は省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。 

 続きまして、認定第７号令和５年度遠軽町下水道事業会計決算認定について説明いたし

ます。 

 決算書の３９ページをお開き願います。 

 ３９ページから４２ページまでは、令和５年度遠軽町下水道事業決算報告書で、収益的

収入及び支出と資本的収入及び支出のそれぞれの予算額、決算額等を記載しております。 

 ３９ページから４０ページまでの上段は収益的収入及び支出の収入で、第１款下水道事
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業収益は第１項営業収益と第２項営業外収益を合わせて、決算額９億８,８６３万３,０３

２円です。下段は支出で、第１款下水道事業費用は第１項営業費用から第３項予備費まで

を合わせて、決算額９億４,８９３万２,１３１円です。 

 次に、４１ページから４２ページまでの上段は資本的収入及び支出の収入で、第１款資

本的収入は第１項企業債から第５項分担金及び負担金までを合わせて、決算額４億４,７２

７万９,９４０円です。次に下段が支出で、第１款資本的支出は第１項建設改良費と第２項

企業債償還金を合わせて、決算額７億４,１９９万４,８２１円です。 

資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億９,４７１万４,８８１円は、当年度分損

益勘定留保資金２億７,３７７万２,９１１円、繰越利益剰余金処分額１,０８７万１,６２

０円、減債積立金４８２万７,９６７円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

５１０万８,７６５円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１３万３,６１８

円で補塡したところです。 

 次に財務諸表ですが、４３ページの損益計算書で、当年度純利益が３,４３０万４,２９

４円となっております。 

 ４４ページから４５ページまでは、剰余金計算書及び剰余金処分計算書です。 

 ４６ページから５０ページまでが、令和６年３月３１日現在の貸借対照表です。 

 ５１ページからは、決算付属書類として事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費

用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を掲載しております。個

々の説明は省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。 

 そのほか、お手元の資料、赤番１０の遠軽町企業会計決算審査意見書につきましては、

詳細説明を省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。 

 以上で、認定第６号令和５年度遠軽町水道事業会計決算認定について及び認定第７号令

和５年度遠軽町下水道事業会計決算認定についての説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎決算審査特別委員会設置の議決 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 

 一括上程しました令和５年度決算認定７件につきましては、議長並びに議会選出監査委

員を除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託し、会期中の審査

としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、令和５年度決算認定７件につきましては、議長並びに議会選出監査委員を

除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託をし、会期中の審査と

することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時３６分 休憩 
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────────────── 

午前１１時５５分 再開 

○議長（杉本信一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に、決算審査特別委員会が開催され、委員長に阿部議員、副委員長に８番、佐藤議

員が選出されましたので御報告いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（杉本信一君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これをもって散会とします。 

午前１１時５５分 散会 

 

 

  




